
第四十三条 役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場   

合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会   

の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同   

の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場   

合は、この限りでない。   

（総会の議事録）  

第四十五条  

2 組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなけれ   

ばならない。  

3 組合は、総会の全日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置   

かなければならない。ただし、当該議事録が電的記録をもって作成されている場合であ   

って、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための   

措置として厚生労働省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。  

4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に   

掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのに   

これを拒んではならない。   

－  第一項の議事録が書面をもって件成されているときは、当該書面又は当該書面の写  

しの閲覧又は謄写の請求   

二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記  

録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求  

［準用条文］会社法（読み替え後）   

（取締役の報告義務）  

第三百五十七条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること   

を発見したときは、直ちに、当該事実を株主（監査役設置会社にあっては、監査役）に   

報告しなければならない。   

（株主による取締役の行為の差止め）  

第三百六十条 六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）前   

から引き続き株式を有する抹主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令   

若し〈は定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、   

当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあると   

きは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。   

（取締役の報酬等）  

第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として抹式会社から受ける   

財産上の利益（以下この章において「報酬等」という。）についての次に掲げる事項は、   

定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。   

一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額  
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二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法   

三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容  

2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提   

出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければ   

ならない。   

（監査役の権限）  

第三百八十一条  

2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業   

の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  

（取締役への報告義務）  

第三百八十二条 監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれが   

あると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実が   

あると認めるときは、遅滞なく、その旨を清算人会に報告しなければならない。  

（取締役会への出席義務等）  

第三百八十三条 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べ   

なければならない。（ただし書 略）  

2 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役（第三   

百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者）に対し、取締役会の   

招集を請求することができる。  

3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以   

内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求を   

した監査役は、取締役会を招集することができる。   

（株主総会に対する報告義務）  

第三百八十四条 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他厚生   

労働省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定   

款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会   

に報告しなければならない。   

（監査役による取締役の行為の差止め）  

第三百八十五条 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若   

しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、   

当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該   

取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。  
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめ   

ることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。  
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（監査役設置会社と取締役との問の訴えにおける会社の代表）  

第三百八十六条 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にか   

かわらず、監査役設置会社が取締役（取締役であった者を含む。以下この条において同   

じ。）に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合には、当該訴   

えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。  

2 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設   

置会社を代表する。   

－ 監査役設置会社が第八百四十七条第一項の訴えの提起の請求（取締役の責任を追及  

する訴えの提起の請求に限る。）を受ける場合   

二 監査役設置会社が第八百四十九条第三項の訴訟告知（取締役の責任を追及する訴え  

に係るものに限る。）並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告（取締役  

の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。）を受ける場合  

第五百八条 清算人（清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる   

清算人）は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の暗から十年間、清   

算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料（以下この条において「帳   

簿資料」という。）を保存しなければならない。  

2 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する   

者を選任することができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。  

3 前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の   

登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。  

4 第二項の規定による選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。   

（責任追及等の訴え）  

第八百四十七条 六箇月（これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間）   

前から引き続き株式を有する株主（第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を   

行使することができない単元未満株主を除く。）は、株式会社に対し、書面その他の厚   

生労働省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等（第四   

百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。）若しくは清算   

人の責任を追及する訴え、第百二十条第三墳の利益の返還を求める訴え又は第二百十二   

条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え（以下この節に   

おいて「責任追及等の訴え」という。）の提起を請求することができる。ただし、責任   

追及等の訴えが当該抹主著しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を   

加えることを目的とする場合は、この限りでない。  

2 （略）  

3 株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起し   

ないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起する   

ことができる。  

4 抹式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起   

しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監  
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査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅；帯   

なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の厚生労働省令で定める方法に   

より通知しなければならない。  

5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復する   

ことができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のため   

に、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定す   

る場合は、この限りでない。  

6 第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権   

上の請求でない請求に係る訴えとみなす。  

7 株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株   

主に対し、相当の担保を立てるぺきことを命ずることができる。  

8 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであるこ   

とを疎明しなければならない。   

（訴えの管轄）  

第八百四十八乗 責任追及等の訴えは、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の   

管轄に専属する。   

（訴訟参加）  

第八百四十九条 株主文は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助する   

ため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続   

を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなると   

きは、この限りでない。  

2 株式会社が、取締役（監査委員を除く。）、執行役及び清算人並びにこれらの看であ   

った者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げ   

る株式会社の区分に応じ、■当該各号に定める者の同意を得なければならない。  

一 監査役設置会社 監査役（監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役）  

ニ （略）  

3 株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知   

をしなければならない。  

4 株式会社は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、   

遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。  

5 （略）   

（和解）  

第八百五十条 民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係   

る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟たおける訴訟の目的については、   

適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。  

2 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社に対し、和解の内容を通知し、か   

つ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければな  
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らない。  

3 株式会社が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による   

通知の内容で株主が和解をすることを承認したものとみなす。  

4 第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準   

用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を   

超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四   

百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、   

適用しない。   

（抹主でなくなった者の訴訟追行）  

第八百五十一条 （略）   

（費用等の請求）  

第八百五十二条 責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴（一部勝訴を含む。）した場合   

において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用（訴訟費用を除く。）   

を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会   

社に対し、その費用の額の範国内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払   

を請求することができる。  

2 責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除   

き、当該株主は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わ   

ない。  

3 前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主につ   

いて準用する。   

（再審の訴え）  

第八百五十三条 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して   

責任追及等の訴えに係る訴訟の一目的である株式会社の権利を害する目的をもって判決を   

させたときは、株式会社又は株主は、・確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、   

不服を申し立てることができる。  

2 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。  

第七章 登記   

（設立の登記）  

第七十四条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の   

払込みがあった日から二週間以内にしなければならない。  

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。   

一 第二十六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項   

二 事務所の所在場所  
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三 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の経口数及び払い込んだ出資の総   

額  

四 存立時期を定めたときは、その時期  

五 代表権を有する者の氏名、住所及び資格  

六 公告方法  

七 第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるとき   

は、次に掲げる事項   

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を  

受けるために必要な事項であって会社法第九百十一条第三項第二十九号イに規定す  

るもの   

ロ 第二十六条第四項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め   

（変更の登記）  

第七十五条 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変吏が生じたときは、二週間以   

内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。  

2 前条第二項第三号に掲げる事項申出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登   

記は、前項の規定たかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在   

により、事業年度終了後四週間以内にこれをすることができる。   

（他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記）  

第七十六条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週   

間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項   

各号に掲げる事項を登記しなければならない。   

（職務執行停止の仮処分等の登記）  

第七十七条 組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者   

を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたと   

きは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。   

（吸収合併の登記）  

第七十八条 組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その   
主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合   

併存続組合については変更の登記をしなければならない。   

（新設合併の登記）  

第七十八粂の二 二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い   

日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合につい七   

は解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。   

－ 第六十八粂の三第三項の総会の決議の日   

二 第六十八粂の三第四項において準用する第四十九条及び第四十九条のこの規定によ  
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る手続が終了した目  

三 新設合併消滅組合が合意により定めた目  

四 第六十九条第一項の認可を受けた日   

（解散の登記）  

第七十九条 第六十二条第一項（第四号から第六号までを除く。）の規定により組合が解   

散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしな   

ければならない。   

（清算結了の登記）  

第八十条 清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五首七条第三項   

の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記を   

しなければならない。   

（従たる事務所の所在地における登記）  

第八十一条 次の各号に掲げる場合（当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の   

所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）には、当該各号に定める期   

間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をし   

なければならない。   

二 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合（次号に掲げる場合を除く。） 主  

たる事務所の所在地における設立の登記をした目から二週間以内   

新設合併設 
二 立組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第七十八条のこに規  

定する日から三週間以内   

三 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以  

内  

2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければな   

らない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる   

事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。   

一 名称   

二 主たる事務所の所在場所   

三 従たる事務所（その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。）の  

所在場所  

3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所   

在地において、 変更の登記をしなければならない。   

（他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記）  

第八十二条 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所   

在地（主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。）にお   
いては三週間以内に移転の登記をし、新所在地（主たる事務所の所在地を管轄する登記  

＿所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。）においては四週間以内  
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に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所  

在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地  

においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。   

（従たる事務所における変更の登記等）  

第八十三粂 第七十八条、第七十八条の二及び第八十条に規定する場合には、これらの規   

定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に   

規定する登記をしなければならない。ただし、吸収合併存続組合についての変更の登記   

は、第八十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。   

（登記簿）  

第八十四条 各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を   

備える。   

（設立の登記の申請）  

第八十五条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によってする。  

2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあった   

ことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければなら   

ない。   

（変更の登記の申請）  

第八十六条 第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の   

変更を証する書面を添付しなければならない。  

2 出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、   

第四十九条第三項の規定による公告及び催告（同条第五項の規定により公告を官報のほ   

か第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告   

方法によってした組合にあっては、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を   

述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しく   

はその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該   

出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添   

付しなければならない。   

（吸収合併による変更の登記の申請）  

第八十七粂 吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事   

項の変更を証する書面のはか、次に掲げる書面を添付しなければならない。   

－ 第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項において準用する第四十九条第三項の   

規定による公告及び催告（第六十八粂第四項及び第六十八条の二第六項におヤ、て準用  

する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による  

定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした組合にあって  

は、これらの方法による公告）をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、  
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その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受け   

させることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債   

権者を害するおそれがないことを証する書面  

二 吸収合併消滅組合（当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。）   

の登記事項証明書   

（新設合併による設立の登記の申請）  

第八十八条 新設合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面   

のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。   

一一 第六十八条の三第三項の規定による新設合併契約の承認があったことを証する書面   

二 第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催  

告（第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官  

報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲  

げる公告方法によってした組合にあっては、これらの方法による公告）をしたこと並  

びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保  

を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託し  

たこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面   

三 新設合併消滅組合（当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。）  

の登記事項証明書   

（解散の登記の申請）  

第八十九条 第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面   

を添付しなければならない。  

2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によって   

これをする。   

（清算結了の登記の申請）  

第八十九条の二 清算結了の登記の申 請書には、第七十三条において準用する会社法第五   

百七条第三項の規定による決算報告書の承認があったことを証する書面を添付しなけれ   

ばならない。   

（登記の嘱託）  

第九十条 組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え   

に係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項（第   

一号トに係る部分に限る。）の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替   

えは、政令で定める。  

2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合   

については、会社法第九百三十七条第一項（第一号こに係る部分に限る。）の規定を準   

用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

3 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社  
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法第九百三十七条第一項（第一号イに係る部分に限る。）の規定を準用する。この場合   

において、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社   

法第九百三十七粂第三項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）及び第四項の規定を   

準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

【準用条文］会社法  

第九百三十七条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店   

（第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる   

事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店）の所   

在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。   

一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。  

イ 会社の設立の無効の訴え  

こ 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え  

ト 株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え  

（1） 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に  

違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え  

（2） 株主総会等の決議の取消しの訴え  

3 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官   

は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登   

記を嘱託しなければならない。   

ニ 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び  

吸収合併により消滅する会社についての回復の登記   

三 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社についての解散の登記  

及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記  

4 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる訴えに係る請求の目的に係る組織変   

更、合併又は会社分割により第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がさ   

れているときは、各会社の支店の所在地を管轄する登記所にも前項各号に定める登記を   

嘱託しなければならない。   

（登記の期間）  

第九十一条 登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、   

その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項（第六十   

二条第三項において準用する場合を含む。）の場合には、認可に関する証明書の到達し   

た日から起算する。   

（商業登記法の準用）  

第九十二条 組合の登記については、商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第一   

条の三から第五条まで、第七粂から第十五条まで、第十七条から第二十三粂のこまで、   

第二十四条（第十五号及び第十六号を除く。）、第二十五条から第二十七粂まで、第四  
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十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、  

第八十三粂並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合にお  

いて、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条  

第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその  

本店の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、  

同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「消費生活協同  

組合法第八十一条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七  

十八条第一項第一号の規定により清算抹式会社の清算人となったもの（同法第四百八十  

三条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人と  

なったもの）」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条本文の規定による清算人」  

と読み替えるものとする。  

［準用条文］商業登記法（読み替え後）   

（登記所）  

第一条の三 登記の事務は、当事者の営業所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務   

局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所（以下単に「登記所」という。）がつかさ   

どる。   

（事務の委任〉  

第二条 法務大臣は、－の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができ   

る。   

（事務の停止）  

第三条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたと   

きは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。   

（登記官）  

第四条 登記所における事務は、登記官（登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務   

局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。）が取り扱う。   

（登記官の除斥）  

第五条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族（配偶者又は四親等内の親族であ   

った者を含む。以下この条において同じ。）が登記の申請人であるときは、当該登記官   

は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が   

申請人を代表して申請するときも、同様とする。   

（登記簿等の持出禁止）  

第七条 登記簿及びその附属書類（第十七条第四項に規定する電磁的記録（電子的方式、   

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ   

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）及び第十九  
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条のこに規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録（以下「第十九条のこに規定す  

る電磁的記録」という。）を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及  

び第古四十一条において同じ。）は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に  

持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託  

があったときは、この限りでない。   

（登記簿の滅失と回復）  

第八条 登記簿の全部又は一部が滅失したときは、法務大臣は、一定の期間を定めて、登   

記の回復に必要な処分を命ずることができる。   

（登記簿等の滅失防止）  

第九条 登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがあるときは、法務大臣は、必要な処   

分を命ずることができる。   

（登記事項証明書の交付等）  

第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面（以下   

「登記事項証明書」という。）の交付を請求することができる。  

2 前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、他の登記所の登記官に対しても   

することができる。  

3 登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。   

（登記事項の概要を記載した書面の交付）  

第十一条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書   

面の交付を請求することができる。   

（附属書類の閲覧）  

第十一条のこ 登記簿の附属書類の閲覧について利害関係を有する者は、手数料を納付し   

て、その閲覧を請求することができる。この場合において、第十七条第四境に規定する   

電磁的記録又は第十九条のこに規定する電磁的記壷剥こ記録された情報の閲覧は、その情   

報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。   

（印鑑証明）  

第十二条 第二十条の規定により印鑑を登記所に提出した者又は支配人、破産法（平成十   

大年法律第七十五号）の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理   

人、民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）の規定により会社につき選任された   

管財人若しくは保全管理人、会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）の規定により   

選任された管財人若しくは保全管理人若しくは外国倒産処理≠続の承認援助に関する法   

律（平成十二年法律第百二十九号）の規定により会社につき選任された承認管財人若し   

くは保全管理人でその印鑑を登記所に提出した者は、手数料を納付して、その印鑑の証   

明書の交付を請求することができる。  
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2 第十条第二項の規定は、前項の証明書に準用する。   

（電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明）  

第十二条の二 前条第一項に規定する者（以下この条において「印鑑提出者」という。）   

は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定する   

ところにより次の事項（第二号の期間については、法務省令で定めるものに限る。）の   

証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定によ   

る証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。   

－ 電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであること  

を示すために講ずる措置であって、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを  

確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことが  

できるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じ  

たものであることを確認するために必要な事項   

二 この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の  

請求をすることがセきる期間  

2 前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。  

3 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であ   

って法務省令で定めるものの証明を請求することができる。  

4 第一項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手   
数料を納付しなければならない。  

5 第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。   

ただし、これらの規定による証明の請求は、第一項の登記所を経由してしなければなら   

ない。  

6 第一項及び前項の指定は、告示してしなければならない。  

7 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第二号の期間中において同項   

第一号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために   

必要な事項でなくなったときは、第五項本文の登記所に対し、第一項の登記所を経由し   

て、その旨を届け出ることができる。   
8 何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。   

一 第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更（法務省令で定める軽微な変更  

を除く。）の有無   

二 第一項第二号の期間の経過の有無   

三 前項の届出の有無及び届出があったときはその年月日   

四 前三号に準ずる事項として法務省令で定めるもの   

9 第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、   

法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用す   

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によって行  

うものとする。   

岩 前項に規定する証明及び証明の請求については、行政手続等における情報通信の技術   

の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」とい  
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う。）第三条及び第四条の規定は、適用しない。   

（手数料）  

第十三条 第十条から前条までの手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に   

要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。  

2 第十条から前条までの手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。ただ   

し、法務省令で定める方法で登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求するときは、   

法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。   

（当事者申請主義）  

第十四条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱   

託がなければ、することができない。   

（嘱託による登記）  

第十五条 第五条、第十七条から第十九条のこまで、第二十一条、第二十二条、第二十三   

条の二、第二十四条、第四十八条から第五十集まで（第九十五条、第百十一条及び第百   

十八条において準用する場合を含む。）、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条、   

第七十八条第一項及び第三項、第八十二条第二項及び第三項、第八十三条、第八十七条   

第一項及び第二項、第八十八条、第九十一条第一項及び第二項、第九十二条、第百三十   

二条並びに第百三十四条の規定は、官庁の嘱託による登記の手続について準用する。   

（登記申請の方式）  

第十七条 登記の申請は、書面でしなければならない。  

2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者（当該代表者が法人である場   

合にあっては、その職務を行うべき者）若しくは代理人が記名押印しなければならない。   

一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表  

者の氏名又は名称及び住所（当該代表者が法人である場合にあっては、その職務を行  

うべき者の氏名及び住所を含む。）   

ニ 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所   

三 登記の事由   

四 登記すべき事項   

五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日   

六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額   

七 年月日   

八 登記所の表示  

3 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければな   

らない。  

4 第二項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した   

電磁的記録（法務省令で定めるものに限る。）が申請書とともに提出されたときは、前   

二項の規定にかかわらず、当該申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載す  
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ることを要しない。   

（申請書の添付書面）  

第十八条 代理人によって登記を申請するには、申請書（前条第四項に規定する電磁的記   

録を含む。以下同じ。）にその権限を証する書面を添付しなければならない。  

第十九条 官庁の許可を要する事項の登記を申請するには、申請書に官庁の許可書又はそ   

の認証がある謄本を添附しなければならない。   

（申請書に添付すべき電磁的記録）  

第十九条の二 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁   

的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代え   

て電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記   

録した電磁的記録（法務省令で定めるものに限る。）を当該申請書に添付しなければな   

らない。   

（印鑑の提出）  

登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなけ   第二十条  

ればならない。改印したときも、同様とする。  

2 前項の規定は、委任による代理人によって登記の申請をする場合には、委任をした音   

叉はその代表者について適用する。  

3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しな   

い。   

（受付）  

第二十一条 登記官は、登記の申請書を受け取ったときは、受付帳に登記の種類、申請人   

の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申   

請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 

2 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を   

使用してする登記の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適   

用しない。  

3 登記官は、二以上の登記の申請書を同時に受け取った場合又は二以上の登記の申請書   

についてこれを受け取った時の前後が明らかでない場合には、受付帳にその旨を記載し   

なければならない。   

（受領証）  

第二十二条 登記官は、登記の申請書その他の書面（第十九条のこに規定する電磁的記録   

を含む。）を受け取った場合において、申請人の請求があったときは、受領証を交付し   

なければならない。  
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（登記の順序）  

第二十三条 登記官は、受附番号の順序に従って登記をしなければならない。   

（登記官による本人確認）  

第二十三条のこ 登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外   

の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定によ   

り当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出   

頭を求め、質問をし、又は文書め提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当   

該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。  

2 登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住し   

ているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託する   

ことができる。   

（申請の却下）  

第二十四条 登記官は、次の各号のいずれかに掲げる事由がある場合には、理由を付した   

決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正するこ   

とができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを   

補正したときは、この限りでない。   

一 申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないと  

き。   

ニ 申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。   

三 申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。   

四 申請中権限を有しない者の申請によるとき。   

玉 算二十一条第三項に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより  

同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。   

六 申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適  

合しないとき。   

七 第二十条の規定による印鑑の提出がないとき、又は申請書、委任による代理人の権  

限を証する書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人  

の承諾書に押された印鑑が第二十条の規定により提出された印鑑と異なるとき。   

八 申請書に必要な書面（第十九条のこに規定する電磁的記録を含む。）を添付しない  

とき。   

九 申請書又はその添付書面（第十九条のこに規定する電磁的記録を含む。以下同じ。）  

の記載又は記録が申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき。   

十 登記すべき事項につき無効又は取消しの原因があるとき。   

十一 申請につき経由すべき登記所を経由しないとき。   

十二 同時にすべき他の登記の申請を同時にしないとき。   

十三 申請が第二十七条の規定により登記することができない商号の登記を目的とする  

とき。   

十四 申請が法令の規定により使用を禁止された商号の登記を目的とするとき。  
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（提訴期間経過後の登記）  

第二十五条 登記すべき事項につき訴え又は行政庁に対する請求をもってのみ主張するこ   

とができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴え又は行政庁に対する請   

求がその提起期間内に提起されなかったときは、前条第十号の規定は、適用しない。  

2 前項の場合の登記の申請書には、同項の訴え又は行政庁に対する請求がその提起期間   

内に提起されなかったことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附   

しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しな   

い。  

3 会社は、訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁   

に対する請求については当該行政庁に、第一項の訴え又は行政庁に対する請求がその提   

起期間内に提起されなかったことを証する書面の交付を請求することができる。   

（行政区画等の変更）  

第二十六条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつ   

たときは、その変更による登記があったものとみなす。   

（同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止）  

第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、そ   

の営業所（会社にあっては、本店。以下この条において同じ。）の所在場所が当該他人   

の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。   

（支店所在地における登記）  

第四十八条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地におい   

てする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなけれ   

ばならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。  

2 支店の所在地において消費生活協同組合法第八十一条第二項各号に掲げる事項を登記   

する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日を   

も登記しなければならない。  

第四十九条 法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社が本店及び支店   

の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、そ   

の支店が法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管   

轄する登記所を経由してすることができる。  

2 前項の指定は、告示してしなければならない。  

3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしな   

ければならない。  

4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用   

しない。  

5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。  
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